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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上の一部に形成されている配線層と、前記配線層の一部である複数のパッド部を囲
むように形成されているレジスト層と、を有する配線基板と、
　前記複数のパッド部の一方の上に電気的に接続するように設けられている半導体装置と
、
　前記複数のパッド部の他方の上に設けられている接合材と、
　前記半導体装置の上に設けられている接合材と、
　前記複数のパッド部の他方の上に設けられている接合材と、前記半導体装置の上に設け
られている接合材と、に接するように設けられている接続部材と、
　を有し、
　前記接続部材は、前記複数のパッド部の他方の上に設けられている接合材と接する第１
の接合部材と、
　前記半導体装置の上に設けられている接合材と接する第２の接合部材と、
　前記第１の接合部材と前記第２の接合部材と一定の間隔を設けて形成されている第１の
部材と、
　前記第１の部材を支持し、前記第１の接合部材と接続している第２の部材と、
　前記第１の部材を支持し、前記第２の接合部材と接続し、０．４ｍｍ以上１．１５ｍｍ
以下の長さに設けられている第３の部材と、
　を有することを特徴とする半導体装置の実装構造。
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【請求項２】
　前記接続部材は、板状であることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の実装構造
。
【請求項３】
　前記第３の部材の長さは、前記第１の部材と前記第２の接合部材の厚みの合計よりも０
．２ｍｍ以上長いことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の半導体装置の実装構造
。
【請求項４】
　前記第１の部材は前記基材と略平行となるように設けられていることを特徴とする請求
項１乃至請求項３に記載の半導体装置の実装構造。
【請求項５】
　前記第２の部材の長さと前記第３の部材の長さは異なることを特徴とする請求項１乃至
請求項４に記載の半導体装置の実装構造。
【請求項６】
　前記第２の接合部材の厚みは０．１～０．３ｍｍであることを特徴とする請求項１乃至
請求項５に記載の半導体装置の実装構造。
【請求項７】
　前記第３の部材は、前記接続部材の高さ方向に対して傾斜するように前記第１の部材を
支持していることを特徴とする請求項１乃至請求項６に記載の半導体装置の実装構造。
【請求項８】
　前記第２の接合部材と前記第３の部材との内角は９０°より大きい角度であることを特
徴とする請求項１乃至請求項７に記載の半導体装置の実装構造。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれかに記載の半導体装置の実装構造を形成するための半導
体装置の実装方法であって、
　基材上の一部に形成されている配線層と、前記配線層の一部である複数のパッド部を囲
むように形成されているレジスト層と、を有する配線基板と、前記複数のパッド部の一方
の上に電気的に接続するように半導体装置を設ける工程と、
　前記複数のパッド部の他方の上と、前記半導体装置の上に接合材を設ける工程と、
　前記複数のパッド部の他方の上に設けられている接合材と、前記半導体装置の上に設け
られている接合材と、に接するように接続部材を設ける工程と、
　を有することを特徴とする半導体装置の実装方法。
【請求項１０】
　前記第１の部材を前記基材と略平行となるように設ける工程を有することを特徴とする
請求項９に記載の半導体装置の実装方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、半導体装置の実装構造及び半導体装置の実装方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体装置を配線基板上に実装する場合、半導体装置を含む半導体パッケージを
配線基板上に実装してきた。
【０００３】
　より具体的に説明すると、半導体パッケージは、半導体装置がリードフレームのうちの
１つに設けられ、他のリードフレームとワイヤボンディング等の接続部材により電気的に
接続している。そして、樹脂によりリードフレームのリード端子を露出するように樹脂封
止して形成されている。
【０００４】
　また、半導体パッケージを配線基板上に実装する際には、露出しているリード端子を配
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線基板の金属パッドに位置合わせして半田等により接続させて実装を行ってきた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－４０９２８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、従来の半導体装置の実装構造では、半導体装置を有する半導体パッケージのリ
ードフレームの厚みや、接続部材まで覆うように封止している樹脂の厚みにより、半導体
パッケージが大型化してしまっていた。そのため、他の電子部品を設ける場所や高さに制
約が出てくるという課題があった。また、半導体パッケージのリード端子の長さを配慮し
て実装面積を確保しなければならないため、他の電子部品を設ける面積を確保するために
、配線基板が大型化してしまっていた。
【０００７】
　そこで本発明では、より省スペースな実装が可能な半導体装置の実装構造及び半導体装
置の実装方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、実施形態の半導体装置の実装構造は、基材上の一部に形成
されている配線層と、配線層の一部である複数のパッド部を囲むように形成されているレ
ジスト層と、を有する配線基板と、複数のパッド部の一方の上に電気的に接続するように
設けられている半導体装置と、複数のパッド部の他方の上に設けられている接合材と、半
導体装置の上に設けられている接合材と、複数のパッド部の他方の上に設けられている接
合材と、半導体装置の上に設けられている接合材と、に接するように設けられている接続
部材と、を有し、接続部材は、複数のパッド部の他方の上に設けられている接合材と接す
る第１の接合部材と、半導体装置の上に設けられている接合材と接する第２の接合部材と
、第１の接合部材と第２の接合部材と一定の間隔を設けて形成されている第１の部材と、
第１の部材を支持し、第１の接合部材と接続している第２の部材と、第１の部材を支持し
、第２の接合部材と接続し、０．４ｍｍ以上１．１５ｍｍ以下の長さに設けられている第
３の部材とを有することを特徴としている。
【０００９】
　また、実施形態の半導体装置の実装方法は、請求項１乃至請求項８のいずれかに記載の
半導体装置の実装構造を形成するための半導体装置の実装方法であって、基材上の一部に
形成されている配線層と、配線層の一部である複数のパッド部を囲むように形成されてい
るレジスト層と、を有する配線基板と、複数のパッド部の一方の上に電気的に接続するよ
うに半導体装置を設ける工程と、複数のパッド部の他方の上と、半導体装置の上に接合材
を設ける工程と、複数のパッド部の他方の上に設けられている接合材と、半導体装置の上
に設けられている接合材と、に接するように接続部材を設ける工程と、を有することを特
徴としている。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る半導体装置の実装構造を示す図で、（ａ）は上面図
、（ｂ）は配線基板の上面図、（ｃ）は（ａ）のＡ－Ａ線に沿う断面図。
【図２】本発明の第１実施形態の応用例に係る半導体装置の実装構造を示す図で、（ａ）
は上面図、（ｂ）は配線基板の上面図、（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ線に沿う断面図。
【図３】本発明の第１実施形態の応用例に係る半導体装置の実装構造を示す断面図。
【図４】本発明の第１実施形態に係る接続部材を示す断面図。
【図５】本発明の第１実施形態に係る半導体装置の実装方法を示す断面図。
【図６】本発明の第１実施形態の応用例に係る半導体装置の実装構造を示す図で、（ａ）
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は断面図、（ｂ）は接続部材の上面図、（ｃ）は（ｂ）のＸ－Ｘ線に沿う断面図。
【図７】本発明の第１実施形態の応用例に係る半導体装置の実装構造を示す断面図。
【図８】本発明の第２実施形態に係る半導体装置の実装構造を示す図で、（ａ）は上面図
、（ｂ）は配線基板の上面図、（ｃ）は（ａ）のＣ－Ｃ線に沿う断面図。
【図９】本発明の第２実施形態に係る接続部材を示す断面図。
【図１０】本発明の第２実施形態に係る半導体装置の実装方法を示す工程断面図。
【図１１】本発明の応用例に係る半導体装置の実装構造を示す断面図。
【図１２】本発明の応用例に係る半導体装置の実装構造を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態に係るより省スペースな実装が可能な半導体装置の実装構造及
び半導体装置の実装方法を、図面を参照して詳細に説明する。
【００１２】
（第１実施形態）
　まず、本発明の第１実施形態に係る半導体装置の実装構造について、図１乃至図４を参
照して説明する。図１（ａ），（ｂ），（ｃ）に示すように、半導体装置の実装構造１は
、配線基板２と、半導体装置３と、接続部材４とから構成されている。
【００１３】
　配線基板２は、基材５と絶縁層６、配線層７、レジスト層８とから構成されている。ま
た、基材５の材質としては、本実施形態ではＡｌから形成されている。これは、半導体装
置３に大電流を流した際に発生する熱を効率よく放熱させるために設けている。なお、本
実施形態では基材５の材質はＡｌであるが、これに限られることはなく、例えばＣｕ等の
放熱性の高い金属や、ＡｌＮやＳｉ３Ｎ４等の放熱性の高いセラミックから形成されてい
れば良い。また、セラミックから形成されている場合、絶縁性が確保出来るため、絶縁層
６が不要となる。
【００１４】
　絶縁層６は、基材５を覆うように設けられており、基材５と後述する配線層７との導通
を防ぐために設けられている。また、絶縁層６の材質としては絶縁性の樹脂、あるいは絶
縁性の樹脂内に、例えばＳｉＯ２やＡｌ２Ｏ３等の放熱性の高い粒子を含むものから形成
されている。
【００１５】
　配線層７は、絶縁層６上の所定の位置に設けられており、配線層７の端部には、半導体
装置３及び接続部材４と接続するための第１，第２のパッド部Ｐ１，Ｐ２が形成されてい
る。また、配線層７の第１のパッド部Ｐ１の面積は、半導体装置３の第１の電極３ａの面
積と同等又は大きい面積に形成されており、第２のパッド部Ｐ２の面積は、後述する接続
部材４の第１の接合部材４ａの面積と同等又は大きい面積となるように形成されている。
【００１６】
　配線層７の材質としては、本実施形態ではＣｕから形成されているが、これに限られる
ことはなく、導電性の金属であればよい。
【００１７】
　レジスト層８は、配線層７の第１，第２のパッド部Ｐ１，Ｐ２から一定の間隔を設けて
囲むように、絶縁層６と配線層７上に形成されている。また、レジスト層８の材質として
は、絶縁性の樹脂から形成されている。なお、本実施形態では第１，第２のパッド部Ｐ１
，Ｐ２から一定の間隔を設けて囲むようにレジスト層８が形成されているが、これに限ら
れることはなく、例えば図２（ａ），（ｂ），（ｃ）に示すように、間隔を設けずに第１
，第２のパッド部Ｐ１，Ｐ２を囲むように設けても良く、また、図３に示すように配線層
７の一部を覆うように形成されていてもよい。
【００１８】
　半導体装置３は、一方の面に第１の電極３ａが形成され、他方の面に第２の電極３ｂが
形成されており、お互いが対向するように設けられている。また、半導体装置３は、半導
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体装置３の第１の電極３ａと、配線層７の第１のパッド部Ｐ１とを第１の接合材９を介し
て接続するように設けている。接続の為に用いている第１の接合材９の材質としては、本
実施形態では半田を使用しているが、これに限られることはなく、例えばＡｇペースト等
の導電性の材質であればよい。
【００１９】
　このように、配線基板２の第１のパッド部Ｐ１上に第１の接合材９を介して半導体装置
３を設けることにより、従来の半導体パッケージのリードフレームの厚みや、接続部材ま
で覆うように封止している樹脂の厚みの分だけ薄くすることが可能となる。また、リード
フレームのリード端子の長さを配慮して実装面積を確保する必要がないため、より省スペ
ースに半導体装置３を実装することが可能となる。
【００２０】
　更に、配線基板２と半導体装置３を第１の接合材９を介して設けていることにより、大
電流を流した際に半導体装置３から発生する熱を、効率よく配線基板２へと放熱すること
が可能となる。その結果、半導体装置３の寿命を伸ばす事ができる。
【００２１】
　接続部材４は、第２の接合材１０と接する第１の接合部材４ａと、第３の接合材１１と
接する第２の接合部材４ｂと、第１の接合部材４ａと第２の接合部材４ｂと一定の間隔を
設けて形成されている第１の部材４ｃと、第１の部材４ｃを支持し、第１の接合部材４ａ
と接続している第２の部材４ｄと、第１の部材４ｃを支持し、第２の接合部材４ｂと接続
している第３の部材４ｅとから構成されている。
【００２２】
　より詳しく説明すると、接続部材４の幅Ｗは、第１，第２の接合部材４ａ，４ｂの幅と
ほぼ同じ幅となるように形成されており、半導体装置３の第２の電極３ｂや第２のパッド
部Ｐ２に対して同じ幅、もしくは少し狭くなるように形成されている。なお、本実施形態
では接続部材４の幅Ｗが第１，第２の接合部材４ａ，４ｂの幅とほぼ同じ幅となるように
形成されているが、異なる幅となるように形成されていてもよい。また、第１，第２の接
続部材４ａ，４ｂの幅が異なる幅となるように形成されていてもよい。
【００２３】
　また、図４に示すように、接続部材４は、板状のＣｕから形成されており、厚みＴが約
０．１ｍｍ～０．３ｍｍのものを用いている。そして、第３の部材４ｅの長さＬ２が、厚
みＴより０．２ｍｍ以上長くなるように形成されている。すなわち、第１の部材４ｃと第
２の接合部材４ｂの厚みの合計に、更に０．２ｍｍ以上を加えた長さとなるように形成さ
れており、本実施形態では約０．４ｍｍ以上となるように形成されている。また、第２の
部材４ｄの長さＬ１は、第１の部材４ｃが配線基板２に略平行となるような高さに調整さ
れている。
【００２４】
　この様に、第３の部材４ｅの長さＬ２が約０．４ｍｍ以上のものを用いている理由とし
ては、第３の接合材１１と第２の接合部材４ｂの接続信頼性を確保するためである。
【００２５】
　配線基板２の基材５や半導体装置３、接続部材４は、半導体装置３に大電流を流した際
に発生する熱や、周囲の環境温度の差により膨張するのだが、それぞれの熱膨張係数が異
なるため、接続部材４と半導体装置３を接続する第３の接合材１１や、基材５と接続部材
４を接続する第２，第３の接合材１０，１１に応力がかかりやすくなる。また、この応力
は、第２，第３の部材４ｄ，４ｅの長さＬ１，Ｌ２が短いほど応力が集中しやすくなり、
特に第３の部材４ｅの長さＬ２を約０．４ｍｍ未満の長さに形成すると破断しやすくなる
。そのため、第３の部材４ｅの長さＬ２を約０．４ｍｍ以上となるように形成することで
、応力を分散させ、破断を防いでいる。
【００２６】
　次に、本発明の第１実施形態に係る半導体装置の実装方法について図５を参照して説明
する。
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【００２７】
　まず、図５（ａ）に示すように、基材５上に絶縁層６が形成され、絶縁層６上の一部に
形成されている配線層７と、第１，第２のパッド部Ｐ１，Ｐ２を一定の間隔を設けて囲む
ように絶縁層６と配線層７上に形成されているレジスト層８とを有する配線基板２を用意
し、第１のパッド部Ｐ１と第２のパッド部Ｐ２それぞれに第１の接合材９、第２の接合材
１０を設ける。また、第１，第２の接合材９，１０は、本実施形態ではスクリーン印刷に
より設けているが、これに限られることはなく、一括で形成する事が可能であればどの様
な方法でも良い。
【００２８】
　次に、図５（ｂ）に示すように、第１の接合材９上に、半導体装置３の第１の電極３ａ
が接するように設ける。そして、図５（ｃ）に示すように、半導体装置３の第２の電極３
ｂ上に第３の接合材１１を設ける。本実施形態では、第３の接合材１１はディスペンサを
使用して設けているが、これに限られることは無く、例えば転写等、第３の接合材１１を
設けることが出来ればどの様な方法でも良い。
【００２９】
　その後、図５（ｄ）に示すように、接続部材４の第１の接合部材４ａと第２の接合部材
４ｂとをそれぞれ第２の接合材１０と第３の接合材１１に接するように設け、加熱装置１
２により加熱を行う。これにより、図１（ａ），（ｂ），（ｃ）に示すような半導体装置
の実装構造１となる。
【００３０】
　以上、第１実施形態の半導体装置の実装構造１によれば、配線基板２の第１のパッド部
Ｐ１上に第１の接合材９を介して半導体装置３を設けている。これにより、小型化して実
装することが可能となるため、より省スペースで半導体装置３を設けることができる。
【００３１】
　更に、半導体装置３から発生する熱を、効率よく配線基板２へと放熱することが可能と
なり、その結果、半導体装置３の寿命を伸ばす事ができる。
【００３２】
　なお、本実施形態の半導体装置の実装構造１では、半導体チップ３に対して１つの接続
部材４を設けているが、これに限られることはなく、図６（ａ）に示す半導体装置の実装
構造１００のように、第１の接続部材（接続部材）４と第２の接続部材（接続部材）１０
１を設けてもよい。
【００３３】
　すなわち、第３のパッド部Ｐ３と、半導体装置３の第３の電極３ｃが形成されている配
線基板２上に、第４の接合材１０２と第５の接合材１０３がそれぞれ設けられている。そ
して、第２の接続部材１０１の第１の接合部材１０１ａは第４の接合材１０２と接するよ
うに設けられ、第２の接続部材１０１の第２の接合部材１０１ｂは第５の接合材１０３と
接するように設けられている。
【００３４】
　また、図６（ｂ），（ｃ）に示すように、第２の接続部材（接続部材）１０１は、第１
の接合部材１０１ａの幅Ｗ１と、第１，第２の部材１０１ｃ，１０１ｄの幅Ｗ３，Ｗ４が
同じ幅となるように形成されており、第２の接合部材１０１ｂの幅Ｗ２より広くなるよう
に形成されている。そして、第３の部材１０１ｅは第２の接合部材１０１ｂから第１の部
材１０１ｃに向かって、次第に広くなるように形成されている。
【００３５】
　第２の接続部材（接続部材）１０１の厚みＴは、約０．２ｍｍであり、第１の接合部材
１０１ａの幅Ｗ１と第１，第２の部材１０１ｃ，１０１ｄの幅Ｗ３，Ｗ４は約２．２ｍｍ
、第２の接合部材１０１ｂの幅Ｗ２が約１．５ｍｍとなるように形成されている。そして
、第２の部材１０１ｄの長さＬ１が約１．４５ｍｍ、第３の部材１０１ｅの長さＬ２が約
１．１５ｍｍの長さとなるように形成されている。
【００３６】
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　また、この他に図７に示す半導体装置の実装構造２００ように、絶縁層６、配線層７、
レジスト層８の一部と、半導体装置３の一部と、接続部材４の第２の接合部材４ｂ、第３
の部材４ｅの一部を覆うように樹脂２０１を設けても良い。このように形成することによ
り、例えば低温の環境では、樹脂２０１が収縮することで、半導体装置３と接続部材４へ
と圧縮する力が働くため、第３の接合材１１に生じるクラックの発生を抑制することがで
きる。その結果、接続信頼性を確保することが可能となる。
【００３７】
（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態に係る半導体装置の実装構造について、図８、図９を参照
して説明する。本実施形態の半導体装置の実装構造２０は、絶縁材２１に配線２２が形成
されている点と、接続部材２３の第２の部材２３ｄの長さＬ３と第３の部材２３ｅの長さ
Ｌ４が同じである点で第１実施形態と異なり、その他の構成部分については、同様の構成
を有している。従って、図８（ａ），（ｂ），（ｃ）及び図９では、第１実施形態と異な
る配線２２が形成されている絶縁材２１と、接続部材２３を示し、以下の説明においては
、第１実施形態と同様の構成部分については、詳細説明を省略して異なる構成部分につい
てのみ説明する。
【００３８】
　絶縁材２１は、第２の接合材１０と第３の接合材１１を設ける位置がほぼ同じ位置とな
るような厚みに形成されており、第２のパッド部Ｐ２と、第２の接合材１０とを電気的に
接続させるためにビア２２ａが形成されている。また、ビア２２ａ内にはＣｕのめっきが
形成されている。なお、本実施形態ではビア２２ａにＣｕのめっきが設けられているがこ
れに限られることはなく、導電性のペーストの充填等、導電性の金属が形成されていれば
よい。
【００３９】
　また、絶縁材２１は、第１のパッド部Ｐ１から一定の間隔を設けて囲むように、絶縁層
６と配線層７上に形成されている。そのため、第１のパッド部Ｐ１と接続する配線層７の
一部が露出する。なお、本実施形態では、第１のパッド部Ｐ１から一定の間隔を設けて囲
むように絶縁材２１を設けているが、これに限られることはなく、一定の間隔無く囲むよ
うに絶縁材２１を設けてもよく、また、配線層７の一部を覆うように形成されていてもよ
い。
【００４０】
　このように絶縁材２１を、第２の接合材１０と第３の接合材１１を設ける位置がほぼ同
じとなるような厚みに形成することにより、例えばスクリーン印刷等で第２，第３の接合
材１０，１１を一括で設けることができるようになる。そして、第３の接合材１１の供給
量を安定化させることができる。
【００４１】
　これは、例えばディスペンサ等により部分的に第２，第３の接合材１０，１１を供給す
る場合、第１の接合材９を供給する場合に比べて供給量が少ないため、バラつきが生じや
すくなる。そのため、高い精度で第２，第３の接合材１０，１１を設けなければならない
。本実施形態の絶縁材２１を形成することにより、例えばスクリーン印刷等のバラつきの
少ない方法で第２，第３の接合材１０，１１を設けることができるので、供給量を安定化
させ、半導体装置３と接続部材４の接続信頼性を更に確保することが可能となる。
【００４２】
　接続部材２３は、第２の接合材１０と接する第１の接合部材２３ａと、第３の接合材１
１と接する第２の接合部材２３ｂと、第１の接合部材２３ａと第２の接合部材２３ｂと一
定の間隔を設けて形成されている第１の部材２３ｃと、第１の部材２３ｃを支持し、第１
の接合部材２３ａと接続している第２の部材２３ｄと、第１の部材２３ｃを支持し、第２
の接合部材２３ｂと接続している第３の部材２３ｅとから構成されている。
【００４３】
　また、接続部材２３は、絶縁材２１の厚みの変更に伴い、接続部材２３の第１の部材２
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３ｃが配線基板２に対して略平行となるようにするため、図９に示すように第２の部材２
３ｄの長さＬ３と第３の部材２３ｅの長さＬ４とがほぼ同じとなるように形成されている
。
【００４４】
　次に、本発明の第２実施形態に係る半導体装置の実装方法について図１０を参照して説
明する。
【００４５】
　まず、図１０（ａ）に示すように、第１のパッド部Ｐ１上に第１の接合材９を設ける。
より詳しく説明すると、基材５上に絶縁層６、第１，第２のパッド部Ｐ１，Ｐ２を含む配
線層７、第２のパッド部Ｐ２と電気的に接続可能に設けられた配線２２が形成された絶縁
材２１から形成されている配線基板２を用意し、第１のパッド部Ｐ１上に例えばディスペ
ンサ等を用いて第１の接合材９を設ける。
【００４６】
　なお、本実施形態では、第１の接合材９をディスペンサにて設けているが、これに限ら
れることはなく、設ける事が可能であればどのような方法でもよい。
【００４７】
　次に、図１０（ｂ）に示すように、第１の接合材９上に、半導体装置３の第１の電極３
ａが接するように設ける。そして、図１０（ｃ）に示すように、半導体装置３の第２の電
極３ｂと配線２２上に第２，第３の接合材１０，１１を設ける。本実施形態では、第２，
第３の接合材１０，１１をスクリーン印刷により一括で設けているが、これに限られるこ
とは無く、第２，第３の接合材１０，１１を安定的に供給することが出来ればどの様な方
法でも良い。また、第１の接合材９上に半導体装置３を設けた後、半導体装置３の第２の
電極３ｂと配線２２に第２，第３の接合材１０，１１を設けているが、半導体装置３と第
１の接合材９を接合させるために、リフロー等により加熱する工程を入れてもよい。これ
により、第２，第３の接合材１０，１１を設ける際に、半導体装置３の位置ズレを抑制す
ることが可能となる。
【００４８】
　その後、図１０（ｄ）に示すように、接続部材２３の第１の接合部材２３ａと第２の接
合部材２３ｂとをそれぞれ第２の接合材１０と第３の接合材１１に接するように設け、加
熱装置１２により加熱を行う。これにより、図８（ａ），（ｂ），（ｃ）に示すような半
導体装置の実装構造２０となる。
【００４９】
　以上、第２実施形態の半導体装置の実装構造２０によれば、配線基板２の第１のパッド
部Ｐ１上に第１の接合材９を介して半導体装置３を設けることにより、小型化して実装す
ることが可能となるため、より省スペースで半導体装置３を設けることができる。
【００５０】
　また、半導体装置３から発生する熱を、効率よく配線基板２へと放熱することが可能と
なり、その結果、半導体装置３の寿命を伸ばす事ができる。
【００５１】
　更に、絶縁材２１を、第２の接合材１０と第３の接合材１１を設ける位置がほぼ同じと
なるような厚みに形成することにより、第３の接合材１１の供給量を安定化させることが
でき、接続部材２３との接続信頼性を確保することが可能となる。
【００５２】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他のさまざまな形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種
々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範
囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含ま
れる。
【００５３】
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　例えば、図１１に示す半導体装置の実装構造３０のように、接続部材３１が板状形状で
あってもよい。より詳しく説明すると、第２の接合材１０と接する第１の接合部材３１ａ
と、第３の接合材１１と接する領域である第２の接合部材３１ｂと、第１の接合部材３１
ａと第２の接合部材３１ｂと同じ高さで接続している接合部材接続部３１ｃとで構成され
ている。この場合、接続部材３１を設けるためのスペースを減少させることが出来るため
、更に小スペースで半導体装置３を設けることができる。
【００５４】
　また、図１１のような構造にすることで、図１２（ａ）に示すような半導体装置の実装
構造４０を形成することが可能となる。この半導体装置の実装構造４０は、例えばＣｕや
Ａｌ等の金属から形成されている基材４１上に絶縁層４２を設け、更にその上に接続部材
３１と、接続部材３１の第１，第２の接合部材３１ａ，３１ｂを囲み、露出するように接
続部材３１と絶縁層４２上に設けられたレジスト層４３が形成された接続部材付配線基板
４４を用いて、第２，第３の接合材１０，１１と第１，第２の接合部材３１ａ，３１ｂと
が接するような構造となっている。
【００５５】
　なお、基材４１は、例えばＣｕやＡｌ等の金属から形成されたものを用いているが、こ
れに限られることはなく、ＡｌＮやＳｉ３Ｎ４等の放熱性の高いセラミックから形成され
ていても良い。また、セラミックから形成されている場合、絶縁性が確保出来るため、絶
縁層４２が不要となる。
【００５６】
　これにより、省スペースな実装だけでなく、半導体装置３から放熱される熱を接続部材
付配線基板４４から効率よく放熱させることが出来る。
【００５７】
　また、図１２（ｂ）に示すように、配線基板２の絶縁材２１の一部と、向かい合う接続
部材付配線基板４４のレジスト層４３の一部にダミー配線Ｄ１を形成し、ダミー接続部材
Ｄ２を介して接続する構造にしてもよい。これにより、接続部材３１と半導体装置３の接
続信頼性を確保することができる。
【符号の説明】
【００５８】
１，２０，３０，４０，１００，２００…半導体装置の実装構造
２…配線基板
３…半導体装置
３ａ…第１の電極
３ｂ…第２の電極
３ｃ…第３の電極
４，２３，３１，１０１…接続部材
４ａ，２３ａ，３１ａ，１０１ａ…第１の接合部材
４ｂ，２３ｂ，３１ｂ，１０１ｂ…第２の接合部材
４ｃ，２３ｃ…第１の部材
４ｄ，２３ｄ…第２の部材
４ｅ，２３ｅ…第３の部材
３１ｃ…接合部材接続部
５，４１…基材
６，４２…絶縁層
７…配線層
８，４３…レジスト層
９…第１の接合材
１０…第２の接合材
１１…第３の接合材
１２…加熱装置
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２１…絶縁材
２２…配線
２２ａ…ビア
４４…接続部材付配線基板
１０２…第４の接合材
１０３…第５の接合材
２０１…樹脂
Ｐ１…第１のパッド部
Ｐ２…第２のパッド部
Ｐ３…第３のパッド部
Ｄ１…ダミー配線
Ｄ２…ダミー接続部材
Ｗ…幅
Ｔ…厚み
Ｌ１，Ｌ３…第２の部材の長さ
Ｌ２，Ｌ４…第３の部材の長さ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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